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「
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
型
の
官
邸
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
政
権
は
、
「
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
型
官
邸
」
を
標
榜
し
て
発
足
し
た
。
橋
本
政
権
当
時
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
創
設
や

首
相
補
佐
官
制
度
の
拡
充
、
内
閣
法
改
正
に
よ
る
首
相
の
「
基
本
方
針
発
議
権
」
の
明
確
化
等
の
「
官
邸
機
能
の
強
化
」
を
立

案
し
た
者
と
し
て
、
首
相
補
佐
官
枠
五
名
を
は
じ
め
て
フ
ル
活
用
し
た
こ
と
等
は
率
直
に
評
価
し
た
い
。
た
だ
、
そ
の
人
事
面

で
の
運
用
、
今
後
の
方
向
性
等
を
め
ぐ
っ
て
は
、
各
省
大
臣
や
既
存
の
官
邸
ス
タ
ッ
フ
と
の
関
係
等
と
の
二
重
行
政
、
非
効
率

性
等
の
問
題
も
生
じ
う
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

首
相
補
佐
官
の
活
用
等
官
邸
機
能
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
「
米
国
の
よ
う
な
大
統
領
制
な
ら
と
も
か
く
、
我
が
国
の
よ
う

な
議
院
内
閣
制
に
は
な
じ
ま
な
い
」
と
の
考
え
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
反
論
如
何
。

二

日
本
の
行
政
機
構
の
最
大
の
問
題
点
は
各
省
庁
割
拠
に
よ
る
「
縦
割
り
行
政
」
で
あ
り
、
本
来
、
そ
れ
を
総
合
調
整
す
べ

き
国
家
の
司
令
塔
た
る
官
邸
に
も
、
必
要
な
組
織
や
人
員
が
十
分
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
首
相
主
導
の
足
か
せ
に
な
っ
て
い

た
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
一
年
ス
タ
ー
ト
し
た
中
央
省
庁
再
編
で
は
「
官
邸
機
能
の
強
化
」
が
図
ら
れ
、
経
済
財
政
諮
問
会
議

の
設
置
や
首
相
補
佐
官
の
増
員
等
で
官
邸
の
内
実
を
埋
め
、
首
相
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
場
合
の
「
知
恵
袋
」
と

さ
れ
た
。
安
倍
内
閣
も
、
同
様
の
認
識
で
「
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
型
官
邸
」
を
め
ざ
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

一



三

昨
年
成
立
し
た
郵
政
民
営
化
関
連
法
は
、
所
管
の
総
務
省
で
は
な
く
内
閣
官
房
で
作
成
さ
れ
、
内
閣
法
第
四
条
第
二
項
に

定
め
る
首
相
の
「
基
本
方
針
発
議
権
」
に
基
づ
き
閣
議
に
発
議
さ
れ
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
と
理
解
し
て
よ
い
か
。
ま
た
、
首

相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
、
閣
議
に
か
け
る
案
件
は
事
務
次
官
会
議
の
決
定
を
経
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
慣
例
、
す
な
わ
ち
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
意
思
決
定
過
程
か
ら
、
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
は
「
基
本
方
針
発

議
権
」
に
基
づ
く
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
意
思
決
定
過
程
を
、
安
倍
内
閣
と
し
て
も
踏
襲
し
て
い
く
決
意
は
あ
る
か
。

四

各
省
庁
大
臣
と
首
相
補
佐
官
と
の
関
係
如
何
。
二
重
行
政
、
屋
上
屋
と
の
批
判
に
ど
う
反
論
す
る
か
。

五

よ
り
問
題
と
な
る
の
は
、
既
存
の
官
邸
ラ
イ
ン
職
員
、
特
に
事
務
の
官
房
副
長
官
、
内
政
、
外
政
、
安
全
保
障
・
危
機
管

理
担
当
の
官
房
副
長
官
補
と
の
関
係
と
思
料
さ
れ
る
が
、
ど
う
整
理
す
る
の
か
。

六

「
二
重
行
政
」
「
屋
上
屋
」
と
の
批
判
を
封
じ
る
た
め
に
は
、
首
相
補
佐
官
の
権
限
と
責
任
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ

る
。

�

そ
の
た
め
に
は
、
補
佐
官
を
単
な
る
ス
タ
ッ
フ
扱
い
で
は
な
く
、
各
種
政
策
課
題
毎
に
置
か
れ
た
戦
略
会
議
（
経
済
財

政
諮
問
会
議
、
安
全
保
障
会
議
、
教
育
再
生
会
議
等
）
の
事
務
局
長
に
任
命
、
併
任
さ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
事
務

局
長
で
あ
れ
ば
、
そ
の
下
に
官
僚
だ
け
で
な
く
外
部
人
材
を
多
数
登
用
し
、
自
前
の
ス
タ
ッ
フ
を
置
く
こ
と
も
で
き
る
。

二



そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
首
相
の
意
向
、
し
か
も
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
く
み
取
っ
て
会
議
を
切
り
盛
り
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
山
谷
え
り
子
補
佐
官
は
教
育
再
生
会
議
の
事
務
局
長
に
就
任
し
た
が
、
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
く

も
の
か
。
同
様
に
、
小
池
百
合
子
補
佐
官
を
安
全
保
障
会
議
の
、
根
本
匠
補
佐
官
を
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
、
そ
れ
ぞ
れ

の
事
務
局
長
に
任
命
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

�

伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
首
相
補
佐
官
の
権
限
を
強
化
す
る
方
向
で
法
改
正
を
検
討
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ

の
具
体
的
な
内
容
如
何
。

七

以
上
に
加
え
て
、
安
倍
内
閣
と
し
て
、
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
強
化
、
官
邸
機
能
の
強
化
に
つ
い
て
、
独
自
に
検
討

し
て
い
る
課
題
は
あ
る
か
。
あ
れ
ば
そ
の
内
容
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


